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はじめに 

この情報公表シートは、高等学校通信教育規程第 14 条第１項の規定に基づき、松本国際高等学校通信制課

程及び通信教育連携協力施設の教育活動等の状況について、次の９項目について取りまとめたものです。 

公表項目 公表対象校 

１ 学科の組織並びに学科及び通信教育連携協力施設ごとの定員に関すること 

２ 通信教育を行う区域に関すること 

３ 通信教育連携協力施設ごとの名称及び位置に関すること 

 

〇松本国際高等学校 

４ 教員及び職員の数その他教職員組織に関すること 

５ 入学、退学、転学、休学及び卒業に関すること（入学者の数、在籍する

生徒の数、退学若しくは転学又は卒業した者の数並びに進学者数及び就職者

数その他進学及び就職等の状況を含む。） 

６ 通信教育実施計画に関すること 

７ 校地、校舎等の施設及び設備その他の生徒の教育環境に関すること 

８ 授業料、入学料その他の費用徴収に関すること 

９ 生徒の学習活動、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

〇松本国際高等学校 

〇通信教育連携協力施設 

 

１ 学科の組織並びに学科及び通信教育連携協力施設ごとの定員に関すること 

科 面接指導等実施施設 学習等支援施設 

普
通
科 

松本 500 岡谷 5 

長野 20    

上田 30 上田 10 

飯田 30    

大船渡 67 盛岡 5 

花巻 15 

北上 35 

水沢 5 

一関 10 

二戸 5 

久慈 5 

宮古 5 

釜石 10 

遠野 5 

つくば 40    

市ヶ谷 80 

流山 30 

我孫子 10 

柏 5 

市原 10 

新鎌ヶ谷 5 

浦安 10 

池上 10 

京急蒲田 10 

東中神駅前 10 

武蔵野西久保 5 

拝島 15 

池袋 25 

相模原 5 
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戸手本町 5 

鶴川駅前 10 

越谷花田 20 

横浜 70 川崎登戸 5 

横浜日吉 40 

新百合ヶ丘 10 

中山駅前 10 

横浜青葉 40 

横浜戸塚 40 

横浜根岸 30 

横浜西口 40 

新横浜駅前 30 

能見台駅前 40 逗子 10 

稲田堤 10 

ブルーライン中田駅前 5 

宮前平 10 

武蔵新城 10 

横浜港北     40   

横須賀中央 54    

名古屋 30    

豊橋 15 豊橋 10 

岡崎 10 岡崎 10 

奈良桜井 20    

坂出 30    

福岡南 40    

薩摩川内 40    

 合  計 1,156  合 計 610 

 

２ 通信教育を行う区域に関すること 

本校に入学することのできる者は、岩手県・茨城県・千葉県・埼玉県・東京都・長野県・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・

京都府・奈良県・香川県・福岡県及び鹿児島県の区域内に住所を有する者に限ることとしています。 

 

３ 通信教育連携協力施設ごとの名称及び位置に関すること 

 別掲「学習センター」のとおりです。 

https://matsukoku-tsushin.com/learning/ 

 

４ 教員及び職員の数その他教職員組織に関すること 

（１）松本国際高等学校通信制課程（令和７年１月１日現在の数以下同じ。） 

兼務者 本務者 兼務者 

校 長 副校長 教 頭 主幹教諭 指導教諭 教 諭 常勤講師 兼任講師 非常勤講師 

1 1 2 2 2 11 5 32 29 

兼務者 本務者 兼務者 嘱託 

兼務発令

講師 
助 手 養護教諭 福祉教諭 図書館司書 学校医 学校歯科医 学校薬剤師 学校保健師 

60 2 2 2 2 1 1 1 1 

https://matsukoku-tsushin.com/learning/
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兼務者 本務者 兼務者 

 
スクール 

カウンセラー 
キャリア 

カウンセラー 
事務長 助 手 事務主任 事務職員 

1 1 1 1 1 7 3 

（注）「兼務者」欄のうち「校長」「兼任講師」「養護教諭」「福祉教諭」「図書館司書」「スクールカ

ウンセラ―」「キャリアカウンセラー」は松本国際高等学校全日制課程と兼務、「非常勤講師」は

松本国際高等学校通信制課程の講師、「兼務発令講師」は各通信教育連携協力施設（面接指導等実施

施設）と兼務する各非常勤講師の数の計をそれぞれ示しています。 

 

（２）通信教育連携協力施設（面接指導等実施施設の教職員配置） 
 

面接指導施設 
教 員 専門職員 

本務者 兼務・非常勤 進路指導 不登校 特別支援 

松本 17 42 11 12 16 

長野  1    

上田  4 1   

飯田  6    

大船渡  13 1  1 

つくば  2 1   

市ヶ谷 5 12 2 2 2 

横浜  1    

横浜港北  4 4   

横須賀中央  5  2 1 

能見台駅前  8 2   

名古屋  7 1   

豊橋 1 4    

岡崎  5    

奈良桜井  1    

坂出  6    

福岡南  2 1   

薩摩川内  5    

  （注）「本務者」とは当該面接指導等実施施設を本務者として勤務する者、「兼務・非常勤」とは当該面接

指導等実施施設の他の施設または非常勤講師です。 

「専門職員」のうち「進路指導」とは、進学・就職支援を担当する教職員やキャリアカウンセラー

等、生徒の社会的・職業的自立に向けた支援の充実に努めるために配置されている者です。   

「専門職員」のうち「不登校」とは、不登校経験や中途退学その他多様な課題を抱える生徒の実態等

を踏まえ、養護教諭、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の資格を有する者で、

きめ細かな支援の充実に努めるために配置されている者です。 

「専門職員」のうち「特別支援」とは、進学・就職支援を担当する教職員やキャリアカウンセラー等

の資格を有する者で、生徒の社会的・職業的自立に向けた支援の充実に努めるために配置されている

者です。 

 

５ 入学、退学、転学、休学及び卒業に関すること 
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「令和６年度在籍生徒数等一覧」・「令和５年度進路状況一覧」のとおりです。 

 

６ 通信教育実施計画に関すること 

高等学校通信教育規程第４条の３に規定されている「通信教育実施計画」に該当するものとして次の①～③

を作成し、生徒に明示しています。 

① 「年間指導・評価計画（シラバス）」 

科目名、単位数、目標、使用教科書等、学習計画（各月の学習目標・内容）、評価方法、留意点を示し

た指導・評価計画 

② 「学習のしおり」 

履修教科・科目名、単位数及び履修年次を示す教育課程表、面接指導・添削指導の受け方、単位修得・ 

進級・卒業各認定までの流れ、事務手続き、科目別レポート提出締切日、学習計画表等を示した学習ガイ

ドブック 

③「面接指導時間割」 

面接指導の実施日ごとの開講科目名・担当教員、単位認定試験の実施日ごとの科目名等を示した時間割 

 

７ 校地、校舎等の施設及び設備その他の生徒の教育環境に関すること 

「施設・設備等教育環境について」のとおりです。 

 

８ 授業料、入学料その他の費用徴収に関すること 
 

松本国際高等学校 学費 

本校の学費 

（松本面接指導等実施施設） 

 

 

松本国際高等学校の学則で、本校・松本面接指導等実施施設

の学費を以下のとおり定めています。 

また、教科書・教材費(東書インターネット講座等)を含め、

5,000～20,000円(履修単位により変動)が必要です。 

・受 験 料 10,000 円 

・入 学 金 50,000 円 

・授 業 料 12,000 円（1単位） 

・教育充実費 70,000円(年額) 

・教材通信費 30,000 円(年額) 

東京校の学費 

（市ヶ谷面接指導等実施施設） 

 

松本国際高等学校の学則で、東京校・市ヶ谷面接指導等実施

施設の学費を以下のとおり定めています。 

また、教科書・教材費(東書インターネット講座等)を含め、5,000

～20,000円(履修単位により変動)が必要です。 

・受 験 料 10,000 円 

・入 学 金 50,000 円 

・授 業 料  8,000 円（1単位） 

・諸 経 費 15,000 円(年額) 

・施設拡充費 24,000円(年額) 

A.通学コース…半期毎144,000 円（月額24,000 円） 

週１～４まで登校可。レポート・特別活動・スクーリ
ングの課題を確実に進め、規則正しい生活習慣を確立す
る。各種講座を受講できる。  

B.ﾌﾚｯｸｽコース…半年毎90,000 円（月額15,000 円） 

自学自習でレポート・視聴票を進める。スクーリング
とは別に週1 の登校を目指し、生活習慣の基礎を作る。  
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通信生 

（通信教育連携協力施設等） 

松本国際高等学校の学則で、通信生（通信教育連携協力施

設でサポートを受ける生徒を含む）学費を以下のとおり定め

ています。 

また、教科書・教材費(東書インターネット講座等)を含め、5,000

～20,000円(履修単位により変動)が必要です。さらに、通信教育連携

協力施設（面接指導等実施施設・学習等支援施設など）に所属して

係る経費については、別途各通信教育連携協力施設でのサポート費

が必要となります。 

・受 験 料 10,000 円 

・入 学 金 50,000 円 

・授 業 料  8,000 円（1単位） 

・諸 経 費 15,000 円(年額) 

・施設拡充費 24,000円（年額） 

科目履修生 松本国際高等学校の学則で、科目履修生（通信教育連携協

力施設でサポートを受ける生徒を含む）学費を以下のとお

り定めています。 

また、教科書・教材費(東書インターネット講座等)を含め、5,000

～20,000円(履修単位により変動)が必要です。 

・科目履修登録料    20,000 円 

・科目履修の授業料    10,000 円（1単位） 

・科目履修の教材・通信費  5,000 円（1単位） 

 

９ 生徒の学習活動、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
 

松本国際高等学校 学習活動等に係る支援に関すること 

本校・松本面接指導等実施施設 ○ 学習活動及び進路選択に係る支援については、ホームルーム担

任が、各科目の授業担当教員等と連携しながら適時・適切に支援

している。 

○ 心身の健康等に係る支援については、主幹教諭事（特別支援教

育コーディネータ兼務）及び養護教諭が中心となり、それぞれの

ホームルーム担任と連携しながら適時支援している。特に、特別

な支援を必要とする生徒に対しては、安心して学校生活を送り、

卒業後は自立と社会参加ができるよう、特別支援教育コーディネ

ーターが中心となって校内会議を開くなどして教員間で情報共有

を図り、医療・福祉・行政等の関係機関との連携体制の中で必要

な支援をしていけるよう努めている。 

東京校・市ヶ谷面接指導等実施施設 ○ 学習活動及び進路選択に係る支援については、所属教職員が、

各科目の授業担当教員等と連携しながら適時・適切に支援してい

る。 

○ 心身の健康等に係る支援については、本校の主幹教諭事（特別

支援教育コーディネータ兼務）及び養護教諭と連携し、学校保健

師が中心となり、所属教職員と連携しながら適時支援している。

特に、特別な支援を必要とする生徒に対しては、安心して学校生

活を送り、卒業後は自立と社会参加ができるよう、本校の特別支

援教育コーディネーターとの連携を密にし、教職員間で情報共有

を図り、医療・福祉・行政等の関係機関との連携体制の中で必要

な支援をしていけるよう努めている。 
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通信教育連携協力施設 〇 学習活動及び進路選択に係る支援については、各通信教育連携協
力施設の所属教員のうち松本国際高等等学校の非常勤講師として兼
務発令された教員が、松本国際高等学校の教職員と連携しながら、
適時支援している。 

〇 心身の健康等に係る支援については、本校の主幹教諭事（特別支
援教育コーディネータ兼務）及び養護教諭学校保健師が、各通信教
育連携協力施設の所属教員のうち松本国際高等等学校の専門職員と
して兼務発令された教職員が、松本国際高等学校の教職員と連携し
ながら、適時支援している。 

 


